
ふ
ぐ
の
処
理
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
四
条
）

第
二
章

ふ
ぐ
処
理
者
（
第
五
条
―
第
十
六
条
）

第
三
章

ふ
ぐ
処
理
者
試
験
（
第
十
七
条
―
第
二
十
四
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
二
十
五
条
―
第
二
十
七
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
二
十
八
条
―
第
三
十
一
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
ふ
ぐ
の
処
理
及
び
販
売
（
不
特
定
又
は
多
数
の
者
に
授
与
す
る
販
売
以
外
の
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。

）
に
つ
い
て
必
要
な
規
制
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
ふ
ぐ
の
毒
に
よ
る
食
中
毒
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

処
理

ふ
ぐ
を
食
用
に
供
す
る
目
的
で
そ
の
卵
巣
、
肝
臓
、
胃
及
び
腸
並
び
に
こ
れ
ら
以
外
の
部
位
で
人
の
健
康
を
害
す
る

お
そ
れ
の
あ
る
も
の
（
以
下
「
有
毒
部
位
」
と
い
う
。
）
を
除
去
す
る
こ
と
を
い
う
。



二

ふ
ぐ
処
理
者

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
別
表
第
十
七
第
一
号
ヘ
に
規
定
す
る
ふ

ぐ
の
種
類
の
鑑
別
に
関
す
る
知
識
及
び
有
毒
部
位
を
除
去
す
る
技
術
等
を
有
す
る
者
と
し
て
知
事
の
免
許
を
受
け
た
も
の
を
い

う
。

三

ふ
ぐ
処
理
施
設

食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食

店
営
業
、
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
魚
介
類
販
売
業
、
同
条
第
十
六
号
に
規
定
す
る
水
産
製
品
製
造
業
、
同
条
第
二
十
六
号
に

規
定
す
る
複
合
型
そ
う
ざ
い
製
造
業
又
は
同
条
第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
複
合
型
冷
凍
食
品
製
造
業
の
営
業
の
許
可
を
受
け
た

施
設
で
あ
っ
て
、
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
三
号
。
以
下
「
施
行
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表

第
四
第
二
号
に
規
定
す
る
施
設
の
要
件
を
満
た
す
施
設
を
い
う
。

四

営
業
者

ふ
ぐ
処
理
施
設
に
お
い
て
、
業
と
し
て
ふ
ぐ
処
理
者
又
は
そ
の
者
の
立
会
い
の
下
に
他
の
者
に
ふ
ぐ
の
処
理
を
行

わ
せ
る
者
を
い
う
。

（
販
売
の
禁
止
）

第
三
条

ふ
ぐ
は
、
ふ
ぐ
処
理
者
が
処
理
し
た
も
の
又
は
そ
の
者
の
立
会
い
の
下
に
他
の
者
が
処
理
し
た
も
の
以
外
は
、
食
用
と
し

て
販
売
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ふ
ぐ
処
理
者
、
営
業
者
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
者
に
対
し
て
販
売
す
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

（
処
理
の
制
限
）

第
四
条

ふ
ぐ
処
理
者
で
な
い
者
は
、
業
と
し
て
ふ
ぐ
の
処
理
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ふ
ぐ
処
理
施
設
に
お
い
て
、

ふ
ぐ
処
理
者
の
立
会
い
の
下
に
そ
の
指
示
を
受
け
て
ふ
ぐ
の
処
理
に
従
事
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
章

ふ
ぐ
処
理
者



（
免
許
）

第
五
条

ふ
ぐ
処
理
者
の
免
許
（
第
二
号
及
び
次
条
第
二
号
を
除
き
、
以
下
「
免
許
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
に
対
し
て
知
事
が
与
え
る
。

一

知
事
が
行
う
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
（
以
下
「
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
者

二

他
の
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
及
び
特
別
区
（
以
下
「
他
の
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
で
ふ
ぐ
の
処
理
に
関
す

る
免
許
等
を
受
け
て
い
る
者
で
規
則
で
定
め
る
も
の

２

前
項
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
絶
対
的
欠
格
事
由
）

第
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
免
許
を
与
え
な
い
。

一

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
免
許
の
取
消
処
分
を
受
け
た
後
一
年
を
経
過
し
な
い
者

二

他
の
都
道
府
県
等
に
お
い
て
ふ
ぐ
の
処
理
に
関
す
る
免
許
等
を
受
け
た
者
の
う
ち
、
当
該
免
許
等
の
取
消
処
分
（
当
該
免
許

等
を
受
け
て
い
る
者
か
ら
の
申
請
等
に
基
づ
き
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
た
後
一
年
を
経
過
し
な
い
も
の

（
相
対
的
欠
格
事
由
）

第
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、
免
許
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

麻
薬
、
あ
へ
ん
、
大
麻
又
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者

二

心
身
の
障
害
に
よ
り
ふ
ぐ
処
理
者
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者

三

こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

（
ふ
ぐ
処
理
者
名
簿
、
登
録
及
び
免
許
証
の
交
付
）



第
八
条

県
に
ふ
ぐ
処
理
者
名
簿
を
備
え
、
次
の
各
号
に
定
め
る
事
項
を
登
録
す
る
。

一

登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

二

本
籍
地
都
道
府
県
名
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
国
籍
）
、
氏
名
及
び
生
年
月
日

三

免
許
の
取
消
し
等
に
関
す
る
事
項

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

２

免
許
は
、
ふ
ぐ
処
理
者
名
簿
に
登
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

３

知
事
は
、
免
許
を
与
え
た
と
き
は
、
ふ
ぐ
処
理
者
免
許
証
（
以
下
「
免
許
証
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
。

（
意
見
の
聴
取
）

第
九
条

知
事
は
、
免
許
を
申
請
し
た
者
に
つ
い
て
、
第
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
と
認
め
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
免

許
を
与
え
な
い
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
申
請
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
、
そ
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
知
事

の
指
定
す
る
職
員
に
そ
の
意
見
を
聴
取
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
名
簿
の
訂
正
）

第
十
条

ふ
ぐ
処
理
者
は
、
第
八
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
登
録
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
三
十
日
以
内
に
、
名
簿
の
訂
正

を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
に
申
請
の
原
因
た
る
事
実
を
証
す
る
書
類

を
添
え
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
消
除
）

第
十
一
条

名
簿
の
登
録
の
消
除
を
申
請
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら



な
い
。

２

ふ
ぐ
処
理
者
が
死
亡
し
、
又
は
失
踪
の
宣
告
を
受
け
た
と
き
は
、
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
に
よ
る

死
亡
又
は
失
踪
の
届
出
義
務
者
は
、
三
十
日
以
内
に
、
名
簿
の
登
録
の
消
除
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
証
の
書
換
え
交
付
）

第
十
二
条

ふ
ぐ
処
理
者
は
、
免
許
証
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
免
許
証
の
書
換
え
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
に
免
許
証
を
添
え
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
証
の
再
交
付
）

第
十
三
条

ふ
ぐ
処
理
者
は
、
免
許
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
と
き
は
、
免
許
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

免
許
証
を
破
り
、
又
は
汚
し
た
ふ
ぐ
処
理
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
申
請
書
に
そ
の
免
許
証
を
添

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

ふ
ぐ
処
理
者
は
、
免
許
証
の
再
交
付
を
受
け
た
後
、
失
っ
た
免
許
証
を
発
見
し
た
と
き
は
、
五
日
以
内
に
、
こ
れ
を
知
事
に
返

納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
証
の
返
納
）

第
十
四
条

ふ
ぐ
処
理
者
は
、
名
簿
の
登
録
の
消
除
を
申
請
す
る
と
き
は
、
免
許
証
を
知
事
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
名
簿
の
登
録
の
消
除
を
申
請
す
る
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。



２

ふ
ぐ
処
理
者
は
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
免
許
の
取
消
処
分
を
受
け
た
と
き
は
、
五
日
以
内
に
、
免
許
証
を
知
事
に
返
納
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ふ
ぐ
処
理
者
の
遵
守
事
項
）

第
十
五
条

ふ
ぐ
処
理
者
は
、
業
と
し
て
ふ
ぐ
の
処
理
に
従
事
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ふ
ぐ
処
理
施
設
以
外
の
場
所
で
ふ
ぐ
の
処
理
に
従
事
し
な
い
こ
と
。

二

凍
結
し
た
ふ
ぐ
を
使
用
す
る
場
合
は
、
摂
氏
マ
イ
ナ
ス
十
八
度
以
下
で
急
速
に
凍
結
し
た
も
の
を
用
い
、
解
凍
は
、
有
毒
部

位
の
毒
が
筋
肉
部
に
移
行
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
流
水
等
を
用
い
て
迅
速
に
行
い
、
解
凍
後
は
直
ち
に
処
理
に
供
し
、
再
凍
結

は
行
わ
な
い
こ
と
。

三

有
毒
部
位
の
除
去
は
、
的
確
に
行
う
こ
と
。

四

除
去
し
た
有
毒
部
位
を
保
管
す
る
場
合
は
、
施
行
条
例
別
表
第
四
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
容
器
に
保
管
す
る
こ
と
。

五

前
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
有
毒
部
位
は
、
焼
却
等
衛
生
上
の
危
害
を
生
じ
な
い
方
法
で
確
実
に
処
分
す
る
こ
と
。

２

ふ
ぐ
処
理
者
は
、
免
許
証
を
、
他
人
に
譲
り
渡
し
、
又
は
貸
与
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
免
許
の
取
消
し
等
）

第
十
六
条

知
事
は
、
ふ
ぐ
処
理
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
免
許
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

一

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
免
許
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

二

第
六
条
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

２

知
事
は
、
ふ
ぐ
処
理
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
免
許
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
、
ふ
ぐ
の

処
理
に
従
事
す
る
こ
と
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。



一

第
七
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

二

前
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

三

県
の
区
域
に
お
い
て
、
ふ
ぐ
の
処
理
に
関
し
食
中
毒
そ
の
他
の
衛
生
上
重
大
な
事
故
を
発
生
さ
せ
た
と
き
。

第
三
章

ふ
ぐ
処
理
者
試
験

（
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
）

第
十
七
条

ふ
ぐ
処
理
者
試
験
は
、
ふ
ぐ
処
理
者
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
に
つ
い
て
行
う
。

２

知
事
は
、
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
を
二
年
に
一
回
以
上
、
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
都
道
府
県
等
に
お
い
て
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
と

同
等
以
上
の
試
験
が
当
該
年
度
に
実
施
さ
れ
、
か
つ
、
業
と
し
て
ふ
ぐ
の
処
理
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
試
験
を
受
験
す

る
機
会
が
確
保
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
受
験
資
格
）

第
十
八
条

ふ
ぐ
処
理
者
試
験
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
で
な
け
れ
ば

、
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
不
正
行
為
に
対
す
る
処
分
）

第
十
九
条

知
事
は
、
受
験
者
が
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
に
関
し
て
不
正
の
行
為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
の
受
験
を
停
止
し
、
又
は
合

格
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

（
委
員
の
設
置
）

第
二
十
条

知
事
の
諮
問
に
応
じ
、
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
宮
城
県
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
委
員
（

以
下
「
委
員
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。



（
組
織
等
）

第
二
十
一
条

委
員
の
数
は
、
十
五
人
以
内
と
す
る
。

２

委
員
は
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
、
関
係
行
政
機
関
及
び
県
の
職
員
そ
の
他
知
事
が
適
当
と
認
め
る
者
の
う
ち
か
ら
、
必
要
の

都
度
、
知
事
が
任
命
す
る
。

３

委
員
の
任
期
は
、
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
で
知
事
が
定
め
る
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
が
欠
け
た
場
合
に
お
け
る
補
欠
の

委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

４

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
員
長
及
び
副
委
員
長
）

第
二
十
二
条

委
員
は
、
委
員
長
及
び
副
委
員
長
を
互
選
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

委
員
長
は
、
委
員
の
事
務
を
総
理
し
、
委
員
を
代
表
す
る
。

３

副
委
員
長
は
、
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
委
員
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る

。（
会
議
）

第
二
十
三
条

委
員
の
会
議
は
、
委
員
長
が
招
集
し
、
委
員
長
が
そ
の
議
長
と
な
る
。

２

委
員
の
会
議
は
、
委
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

委
員
の
会
議
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
委
員
長
へ
の
委
任
）

第
二
十
四
条

第
二
十
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
の
会
議
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
長
が
委
員



の
会
議
に
諮
っ
て
定
め
る
。

第
四
章

雑
則

（
報
告
の
徴
収
、
臨
検
検
査
等
）

第
二
十
五
条

知
事
は
、
ふ
ぐ
の
毒
に
よ
る
食
中
毒
の
発
生
の
防
止
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
ふ
ぐ
処
理
者
、
営
業
者
そ
の
他
の

関
係
者
か
ら
報
告
を
求
め
、
そ
の
職
員
に
営
業
の
場
所
、
事
務
所
、
倉
庫
そ
の
他
の
関
係
場
所
を
臨
検
し
、
販
売
の
用
に
供
し
、

若
し
く
は
営
業
上
使
用
す
る
食
品
、
営
業
の
施
設
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
関
係
物
件
を
検
査
さ
せ
、
又
は
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
臨
検
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、

こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
手
数
料
）

第
二
十
六
条

知
事
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
、
申
請
の
際
（
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
受
験
の
申
請
の
際
）
に

、
一
件
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

一

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
を
申
請
す
る
者

五
千
六
百
円

二

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の
書
換
え
交
付
を
申
請
す
る
者

二
千
八
百
円

三

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
者

三
千
五
百
円

四

ふ
ぐ
処
理
者
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

三
万
三
千
円

２

前
項
に
規
定
す
る
手
数
料
は
、
県
の
発
行
す
る
収
入
証
紙
に
よ
り
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



３

既
に
徴
収
し
た
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。
た
だ
し
、
県
の
責
め
に
よ
り
審
査
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
そ
の
他
正
当
な
理
由
が

あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
委
任
）

第
二
十
七
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

第
五
章

罰
則

（
罰
則
）

第
二
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
四
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
免
許
を
受
け
た
者

第
二
十
九
条

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。

第
三
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

二

第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
臨
検
若
し
く
は
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る

質
問
に
対
し
、
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者

（
両
罰
規
定
）

第
三
十
一
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関

し
、
前
三
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る



。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
既
存
の
ふ
ぐ
取
扱
者
の
免
許
の
特
例
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
ふ
ぐ
の
処
理
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
第
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
免
許
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し

な
い
。

（
受
験
資
格
の
特
例
）

３

旧
国
民
学
校
令
（
昭
和
十
六
年
勅
令
第
百
四
十
八
号
）
に
よ
る
国
民
学
校
の
高
等
科
を
修
了
し
た
者
、
旧
中
等
学
校
令
（
昭
和

十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
中
等
学
校
の
二
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者
又
は
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
ら
の
者

と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
は
、
当
分
の
間
、
第
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
学
校
教
育
法
第
五
十

七
条
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
。

（
附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

４

附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



宮
城
県
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
委
員

出
席
一
回
に
つ
き

一
一
、
六
〇
〇
円

五

級

（
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

５

事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
四
十
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
十
五

ふ
ぐ
の
処
理
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
令
和
三
年
宮
城
県
条
例
第

号
）

仙
台
市

第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
臨
検
検
査

令
和
三
年
二
月

日
提
出

宮

城

県

知

事

村

井

嘉

浩


